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月は誰のものか 

 
2008.11.22a 

札幌たのしい授業・研究サークル用レポート 
仮説実験授業研究会・北海道 

丸山秀一 
 
 
 
 
【質問】 
 月の土地を販売している会社があります。では，月の土地はそ

の会社のものなのでしょうか。いったい月の土地は誰のものなの

でしょうか。あなたはどう思いますか。次のどの考えに近いです

か。意見を出し合いましょう。 
 
予想 
ア その会社のもの 
イ 最初に人間が着陸した米国のもの 
ウ 最初に探査機が着陸したソ連のもの 
エ これまでに月に到達した数カ国のもの 
オ 国連の共同管理 
カ 誰のものでもない 
キ なんともいえない 
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 月の土地の価格はどれぐらいでしょうか。 

 
http://www.lunarembassy.jp/ 
・月の土地権利書／月の憲法／月の地図  
・月の土地権利書（和訳・A4）／月の憲法（和訳・A4）  
・土地所有権の宣言書コピー（英文）  
・オリジナル封筒  
【サイズ】 
権利書：縦 35.5ｃｍ×横 28cm 
オリジナル封筒：縦 38cm×横 30.5cm 
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2,700円（税・送料無料） 
 
 
【問題】 
 月に最初に到達したのは，ソ連の無人探査機「ルナ 2号」で，
1959年 9月のことでした。では，そのときソ連は「月の領有」を
宣言したと思いますか。 
 
予想 
 ア 宣言した 
 イ 宣言しなかった 
 ウ なんともいえない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ルナ 2号 
Wikipedia 
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■月到達 
 ルナ 2号は観測を終
えた後，「晴れの海」に

衝突しましたが，これ

が人類による初めての

月到達でした。 
ルナ 2号は，そのと
き，月面に写真のよう

なペナントをばらまきました。月到達の証拠を残したわけです。

それには国章と「ソビエト社会主義連邦共和国，1959年 9月」と
いう文字が記されていました。 
 しかし，ソ連はこのことで「月領有」を宣言するような事はあ

りませんでした。 
 
 
【問題】 
 初めて月に軟着陸を成功させたのもソ連でした。ルナ 9号は，
1966年 2月に，初めて月に着陸してその写真を送ってきました。 

 では，今度は月の領有をソ連

は宣言したのでしょうか。 
 
予想 
 ア 宣言した 
 イ 宣言しなかった 
 ウ なんともいえない 
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■月着陸 
 ルナ 9 号の着陸機は，エアバックにくるまれて時速 22 キロで
月面に衝突，転がりながら減速して静止することで着陸を成功さ

せました。そして，月面の写真を送ってきたのです。 
 しかし，このときも領有宣言などはありませんでした。 
 

ルナ 9号が撮影した月面のパノラマ写真 
 
 
【問題】 
 1969年 7月，米国のアポロ 11号により，人類はその足で初め
て月に到達し，宇宙飛行士は，月に米国国旗を掲げました。 
 では，その時，米国は「月の領有」を宣言したのでしょうか。 
 
予想 
ア 宣言した 
 イ 宣言しなかった 
ウ なんともいえない 
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■「人類として」 
 米国も国旗を立てたものの，領有を宣言するような事はありま

せんでした。アポロは国旗などとともに，銘板も月面に残しまし

たが，それには次のような文が書かれていました。 
 

惑星地球から来た人間がここに 
月面最初の足跡を記す 
西暦 1969年 7月 

全人類代表として，平和のうちに来たれり 

 
 その後も，2006年 9月には，欧州宇宙機関の「スマート 1」が
月に到達（衝突），2007 年には日本の「かぐや」と中国の「嫦娥
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1 号」が月周回に成功しています。しかし，どの国も「月の領有
宣言」などは行っていません。 
 
 
【問題】 
 1492年，アメリカ大陸周辺の島々に到達したコロンブスは，ス
ペイン国旗を持って上陸し，集まってきた島民の前で「この島は

スペイン領になった」と宣言しました。当時，法王は「発見した

土地を領土とすることができる条件」を明確に示していました。

では，その条件に次のことは含まれていたと思いますか。 
 
（ ）統一国家が存在していないこと 
（ ）他のキリスト教国の領土ではないこと 
（ ）住民が裸で肉食でないなど野蛮であること 
（ ）土地の神を拝む異教徒であること 
（ ）住民がいても定住して農耕をしていないこと 

 
 
 
 
 

John 
Vande

rlyn 
1836 
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■領有の条件 
 当時の二大国であった，ポルトガルとスペインには，発見した

領土の所有を巡る争いが多発し，ローマ法王裁可の元 1494 年に
両国は「アフリカ西端のベルデ岬諸島の西 1350 キロを通る経度
線で地球を二分し，その西をすべてスペイン領，東をすべてポル

トガル領にする」という条約をトリデシリャスで結んでいました。 
 

フィリピン

トリデシリャス条約（1494）によるスペイン領とポルトガル領 ｛C｝Maruyama Shuichi 2003.2

スペイン領 ポルトガル領

 
 
法王アレキサンダー6 世は新領土獲得の条件として，その土地
が以下のような条件の時に領有できるとしました。 
・ 他のキリスト教国によってすでに領土とされていないこと。 
・ 原住民の文化程度が低く，裸で暮らし，肉食でないなど野蛮

であること。 
・ 土地の神を拝む異教徒であること。 
これらの条件からすると，日本や中国もスペインやポルトガル

が領有しても構わないことになってしまいそうです。つまりまっ
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たくキリスト教本位のものでした。 
 
 その後，スペインとポルトガルは強国の地位から没落しました

が，1900年代初めまで，欧米では「文明国でなければ国際法が適
用される国家としての権利はない」とされ，欧米諸国は「合法的」

に，植民地を拡大していったのです。 
 
 
【問題】 
 植民地もほぼ全部独立を果たした現在でも，「〈どの国の領土で

もない地域〉を自国領土にする方法」が，国際法で定められてい

ます。ではその方法で一番重視される条件はなんでしょうか。 
 
予想 
ア 最初に発見する事 
イ 最初に国旗を立てるなどして領有を宣言する事 
ウ 最初に実効支配してしまう事 
エ そのほか 

 
 なお戦争による領土獲得は現在の国際法では違法です。 
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■国際法 
 一又正雄『国際法講義』（1955）によると，「いずれの国の領域
でもない地域に対して，国家がこれを自国領土とする意思を表明

示して，かつ実際上の支配を行うとき，国際法はこの事実に効果

を付して，該国家に領土権を与える。これを先占と称する。単な

る領有意思だけでは不十分で，実効支配を必要とする」となって

います。つまり，「発見や領有の宣言よりも，実効支配が重要だ」

ということです。これは国際司法裁判所の判例でも確定されてい

ます。 
 これを月に当てはめると，国際法上では，「月を先に実効支配し

た国家の領土」と解釈できます。しかし国際法は宇宙でも有効な

のでしょうか。そのことを考える前に，月と状況が似ている南極

の事を考えてみましょう。 
 
 
【問題】 
 南極大陸には，日本を含め各国の基地がありますが，南極大陸

は誰のものなのでしょうか。 
 最初に南極圏に到達したのは，1773年の英国のジェームズ・ク
ック（当時海軍中佐）です。しかし，彼は南極大陸には到達でき

ませんでした。南極大陸に初めて到達したのは，1820年のロシア
海軍か英国海軍，もしくは米国人漁師の誰かと考えられています。 
 では，それらの国は「南極大陸の領有」を主張したでしょうか。 
 
予想 ア 主張した イ 主張しなかった 
 （ ）英国， （ ）ロシア， （ ）米国 
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■領有宣言 
 米国とロシアは領有宣言をしませんでしたが，1819年，英国は
南極大陸近くの島を発見して，そこの領有宣言を行い，1820年に
は南極大陸の半島部（グレアムランド）に到達して，1832年に「グ
レアムランドの領有」も宣言しました。結局，英国は図の赤色の

部分の領有を主張したのです。 
 では，英国はその区域を

実効支配していたのでしょ

うか。英国はその区域内に

基地（200名）を持っていた
ものの，極寒のこの地を実

効支配するのは不可能でし

た。そこで英国は，「南極の

ような実効支配が困難な地

域では，実効支配がなくても，極点を中心とした扇形の範囲で領

域の取得が認められる」という「セクター（扇形）主義」を主張

したのです。 
 そして，これに，ニュージーランド，フランス，オーストラリ

ア，ノルウェー，チリ，アルゼンチンも加わり，それぞれが南極

のセクターを領土と宣言したのでした。また，ブラジルやナチス

ドイツも南極大陸の一部を領土と主張しました。 
 
 
【問題】 
 この七ヵ国は南極をどう分割したのでしょうか。各国の主張が

重なっている領域や，誰も領土主張をしていない領域もあったの
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でしょうか。 
 
予想 
ア ほぼ均等分割 
イ 不均等だが重なりや余剰地なく分割 
ウ 重なりや余剰地があった 
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■南極領土 
 別紙の図のように，英国，アルゼンチン，チリの主張する領土

は大きく重なっています。また，日本の観測基地である昭和基地

は，ノルウェー主張の領域内です。 

 
 
 
【研究問題】 
 これらの「領土主張地域」には，それぞれ旗があります。では，

それらの旗に共通するようなデザインはあるでしょうか。また本

国の国旗とまるで似ていない地域の旗は，どの国のものでしょう

か。 
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 国旗 地域旗 
フランス 

 

 

チリ 

 

 

アルゼンチン 

 

 

オーストラリア 

 

 

英国 

 

 

ノルウェー 

 

 

ニュージーランド 
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 国旗 地域旗 
フランス 

 
 

チリ 

 
 

アルゼンチン 

 

 
オーストラリ

ア 
 

なし 

英国 

 

 
ノルウェー 

 

なし 
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ニュージーラ

ンド 
 

なし 

 
 
 
【問題】 
 このようなセクター主義に対して，ソ連は国際管理を主張して

反対，米国と日本もセクター主義には反対しました。（米，ソ連は，

特殊権益だけ留保）そこで 1959 年，関係諸国が集まり，南極条
約が締結されました。では領土問題はどうなったと思いますか。 
 
予想 
ア 「南極はだれのものでもない」とされた 
イ 「南極は国際管理」とされた 
ウ 分配されたが，領土とはならなかった 
エ 領土問題は凍結とされた 
オ そのほか 
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■凍結 
 南極条約は以下のようなものでした。 
・ 南極地域の平和的利用（軍事的利用の禁止） 
・ 科学的調査の自由と国際協力 
・ 南極地域における領土主権，請求権の凍結 
・ 核爆発，放射性廃棄物の処分の禁止 
・ 条約の遵守を確保するための監視員の設置 
・ 南極地域に関する共通の利害関係のある事項についての協議

の実施 
・ 条約の原則及び目的を助長するための措置を立案する会合の

開催 
 
つまり領土問題はたんに凍結されただけで，何の解決にもなっ

ていないのです。しかし，どの国もこの「領土問題の凍結」を受

け入れたのです。かくして現在，南極はどこの国の領土でもない

のです。この南極条約には 46か国が加わっています。 

 
茶色: 署名・協議国・領有権を主張，緑色:署名・協議国 
橙色: 署名・協議国・領有権の主張を留保，黄色:署名 
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協議国とは南極条約の協議国で「南極において観測基地の設営な

どを学術調査を継続的に実施している国」のこと（28か国）。 
 
 
【問題】 
 この南極条約は，「宇宙はだれのものか」という問題に大きな影

響を与えました。そして 1966 年，国連において「宇宙条約」が
採択されたのです。 
 では，この条約で宇宙空間や天体の所有の問題は，どうなった

と思いますか。 
 
予想 
ア 実効支配の原則 
イ 領有を凍結 
ウ 領有の禁止 
エ そのほか 

 
peoplesgeograph
y.com/ 
category/astrono
my 
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■宇宙条約 
 宇宙条約=「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用にお
ける国家活動を律する原則に関する条約」で領有に関する問題は

次のようになっています。 
第 2条 
月その他の天体を含む宇宙空間は，主権の主張，使用若しく

は占拠又はその他のいかなる手段によっても国家による取得の

対象とはならない。 
 このほかにも宇宙条約では「宇宙空間における探査と利用の自

由，宇宙平和利用の原則，国家への責任集中原則」などが定めら

れています。 
 
 
【問題】 
 この条約に反対した国はあったのでしょうか。 
 
予想 
ア 一部の国が反対した 
イ 全会一致だった 

 
 現在，この条約に署名し批准している国はどれぐらいあるので

しょうか。南極条約（46か国）とくらべてどうでしょうか。 
 
ア 同じぐらい 
イ ずっと多い 
ウ ずっと少ない 
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■全会一致 
 宇宙条約は国連総会において全会一致で採択され，現在 98か国
（さらに未批准 27か国）が締結しています。それは核兵器の発達
による宇宙の軍事利用を世界が警戒したからです。 

緑色は批准国，黄色は署名のみで未批准 
 
第 4条  
 条約の当事国は，核兵器及び他の種類の大量破壊兵器を運ぶ

物体を地球を回る軌道に乗せないこと，これらの兵器を天体に

設置しないこと並びに他のいかなる方法によってもこれらの兵

器を宇宙空間に配置しないことを約束する。 
 月その他の天体は，もっぱら平和的目的のために，条約のす

べての当事国によって利用されるものとする。天体上において

は，軍事基地，軍事施設及び防備施設の設置，あらゆる型の兵

器の実験並びに軍事演習の実施は，禁止する。科学的研究その

他の平和的目的のために軍の要員を使用することは，禁止しな

い。月その他の天体の平和的探査のために必要なすべての装備

又は施設を使用することも，また，禁止しない。 
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 しかし，この条約では「大量破壊兵器を天体，宇宙空間に配備

しない，軌道に乗せない」となっているため，宇宙空間は通過す

るものの軌道には乗らない大陸間弾道ミサイルなどは，条約の対

象外となっています。また，「地上○キロより上空」などのような

「宇宙空間」の厳密な定義がないため，「それが軍事利用の抜け道

になっている」という指摘もあります。 
 
 
【問題】 
 さて，宇宙条約は天体や宇宙空間の領有を禁止したものですが，

それは「国家による領有の禁止」とされていましたから，「私人に

よる所有は可能」とする考え方もありました。 
 1979年，「月協定」が国連総会で採択されましたが，「月や天体
の所有」については，どうなっていたでしょうか。 
 
予想 
ア 個人の所有も禁止された 
イ 特に規定は変わらなかった 
ウ 個人の所有が認められた 
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■月協定 
 月協定の正式名称は「月その他の天体における国家活動を律す

る協定」であり，月だけではなく太陽系のほかの天体や宇宙空間

を含むものです。 
 
第 11条  
月及びその天然資源は人類の共有財産であり，この協定の規

定とりわけ本条の 5の規定に表現されるものとする。  
月は，国家主権の主張，使用若しくは占拠又はその他いかなる

手段によっても国家の専有にならない。  
月の表面又は地下若しくはそれらのー部又は本来ある天然資

源は，いかなる国家，政府間国際機関，非政府間国際機関，国

家機関，非政府団体又は自然人の所有にも帰属しない。月の表

面又は表面下に対する要員，宇宙機，装備，施設，基地，設備

及びこれらの表面又は内部に接続する構造物の配置は，月の表

面又は地下若しくはいずれの地域に対する所有権を生ずるもの

ではない。 
 
 この協定には， 
第 1条  
この協定の月に関する規定は，その天体に関する特別の法規

範が発効する場合を除き，地球以外の太陽系の他の天体にも適

用するものとする。  
この協定の適用上，月には，月を周回する軌道，月又は月の

周回軌道に到達する飛行経路，を含む。 
 




